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今後の社会保険の取り扱いについて 
 
 日々の業務、お疲れさまです。すでに各種メディアの報道によりご存じの方も多くいらっしゃるかと

思いますが、今回、法律が改正され、平成 28 年 10 月より、社会保険（健康保険・介護保険・厚生年金

保険）に加入する人の範囲が拡大されることになっています。 
 この拡大は、すべての会社に適用されるわけではなく、平成 28 年 10 月からは従業員数が 501 人以上

の企業から適用されます。当社は拡大対象の企業には該当するため、平成 28 年 10 月以降、加入要件に

該当する人の手続きを行います。下記の通り、改正内容等をご案内しますので、あらかじめご確認くだ

さい。 
 

記 
 
1.従前の加入要件 
 パートタイマーで、1 日または 1 週の所定労働時間および 1 ヶ月の所定労働日数が、正社員の所定労

働時間および所定労働日数のおおむね 4 分の 3 以上の人は、社会保険に加入します。 
 
2.平成 28 年 10 月以降の加入要件 
  1.の従前の加入要件に加え、以下の 3 つの要件すべてに該当する人（学生は除く）は、社会保険に加

入します。 
 ①1 週の所定労働時間が 20 時間以上 
 ②給料（月額）が 88,000 円以上 
 ③勤務期間（見込み）が 1 年以上 

 
3.社会保険に加入することで変更になる点 
  社会保険に加入する際には、以下の手続きが必要になります。 
  ①加入している社会保険の脱退手続き 
    国民健康保険や、ご家族の健康保険の扶養になっているかと思いますので、加入している保険

で脱退する手続きが必要になります。加入している社会保険の保険者へ連絡をすることになりま

す。健康保険証は脱退時に返却することになります。 
  ②新たに加入する社会保険の加入手続き 
    当社で新たに社会保険に加入しますので、年金手帳を提出のうえ、手続きをすることになりま

す。健康保険証も新しく発行されます。 
 
4.雇用保険に加入要件（参考） 
 社会保険に加入する人と、雇用保険に加入する人は、要件が異なっています。原則として以下の 2
つの要件両方に該当する人（昼間学生は除く）は、雇用保険に加入します。 
 ①1 週の所定労働時間が 20 時間以上 
 ②勤務期間（見込み）が 31 日以上 

 
以上 


